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1平成25年10月　第771号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（10月3・4日）

　本委員会は、平成25年10月3・4日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の

金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･「適格担保取扱基本要領」の一部改正等に関する件（10月3・4日)

　本委員会は、平成25年10月3・4日の金融政策決定会合において、金融調節の

一層の円滑化を図る観点から、電子記録債権を適格担保とするとともに、適格

担保の担保価格等について、金融市場の情勢等を踏まえて行った定例の検証の

結果に基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利用の効率性を確保

する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．　「適格担保取扱基本要領」（平成12年10月13日決定）注1）を別紙1.のとおり

一部改正すること。

2．　「国債の条件付売買基本要領」（平成14年9月18日決定）注2）を別紙2.のとお

り一部改正すること。

3．　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成16年4
月9日決定）注3）を別紙3.のとおり一部改正すること。

4．　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年
4月28日決定）注4）を別紙4.のとおり一部改正すること。

5．　「日本銀行業務方法書」（平成10年3月24日決定）注5）を別紙5.のとおり一部

変更すること。

　

注1 ）　「適格担保取扱基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご

参照ください。

注2 ）　「国債の条件付売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注3 ）　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注5 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2013年9月4・5日開催分）に関
する件（10月3・4日）

　本委員会は、平成25年10月3・4日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2013年9月4・5日開催分）注6）を承認した。

　

注6 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月9日公表）。

◆･金融市場調節方針の決定に関する件（10月31日）

　本委員会は、平成25年10月31日の金融政策決定会合において、次回金融政策

決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別紙のとおり公表する

ことを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･「米ドル資金供給オペレーション基本要領」等の一部改正に関
する件（10月31日)

　本委員会は、平成25年10月31日の金融政策決定会合において、金融調節の円

滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資す

るため、外貨資金供給オペレーションおよび5中央銀行との間で締結している為

替スワップ取極の期限等の見直しについて下記の諸措置を講ずることを決定し

た。

記

1．　「米ドル資金供給オペレーション基本要領」（平成22年5月10日決定）注7）を

別紙1.のとおり一部改正すること。

2．　「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成

22年5月10日決定）注8）を別紙2.のとおり一部改正すること。

3．　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成22年5
月10日決定）注9）を別紙3.のとおり一部改正すること。

4．　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取

極要綱」（平成23年12月21日決定）注10）を別紙4.のとおり一部改正すること。

5．　「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注11）

を別紙5.のとおり一部改正すること。

　

注7 ）　「米ドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注8 ）　「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注9 ）　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注10 ）　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」

の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注11 ）　「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。
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6．　「カナダドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」

（平成23年12月21日決定）注12）を別紙6.のとおり一部改正すること。

7．　「カナダ銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決定）注13）

を別紙7.のとおり一部改正すること。

8．　「カナダ銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平成23
年12月21日決定）注14）を別紙8.のとおり一部改正すること。

9．　「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注15）

を別紙9.のとおり一部改正すること。

10．　「英ポンド資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平

成23年12月21日決定）注16）を別紙10.のとおり一部改正すること。

11．　「イングランド銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決

定）注17）を別紙11.のとおり一部改正すること。

12．　「イングランド銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」

（平成23年12月21日決定）注18）を別紙12.のとおり一部改正すること。

13．　「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注19）

を別紙13.のとおり一部改正すること。

　

注12 ）　「カナダドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注13 ）　「カナダ銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注14 ）　「カナダ銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文について

は、インターネット・ホームページをご参照ください。

注15 ）　「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注16 ）　「英ポンド資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注17 ）　「イングランド銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注18 ）　「イングランド銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注19 ）　「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。
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14．　「ユーロ資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成

23年12月21日決定）注20）を別紙14.のとおり一部改正すること。

15．　「欧州中央銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決

定）注21）を別紙15.のとおり一部改正すること。

16．　「欧州中央銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平成

23年12月21日決定）注22）を別紙16.のとおり一部改正すること。

17．　「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決

定）注23）を別紙17.のとおり一部改正すること。

18．　「スイスフラン資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」

（平成23年12月21日決定）注24）を別紙18.のとおり一部改正すること。

19．　「スイス国民銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決

定）注25）を別紙19.のとおり一部改正すること。

20．　「スイス国民銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平

成23年12月21日決定）注26）を別紙20.のとおり一部改正すること。

　

注20 ）　「ユーロ資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注21 ）　「欧州中央銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注22 ）　「欧州中央銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注23 ）　「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注24 ）　「スイスフラン資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文

については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注25 ）　「スイス国民銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注26 ）　「スイス国民銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･「経済・物価情勢の展望（2013年10月）」の基本的見解を決定
する件（10月31日）

　本委員会は、平成25年10月31日の金融政策決定会合において、「経済・物価情

勢の展望（2013年10月）」の基本的見解注27）を決定した。

　

注27 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月31日公表）。

注28）　インターネット・ホームページをご参照ください（11月6日公表）。

◆･金融政策決定会合の議事要旨（2013年10月3・4日開催分）に
関する件（10月31日）

　本委員会は、平成25年10月31日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2013年10月3・4日開催分）注28）を承認した。
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（２）通常会合関係

◆･「会計規程」の一部変更に関する件（10月8日）

　本委員会は、平成25年10月8日、「会計規程」の一部変更について、下記のと

おり決定した。

記

　「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」（平

成8年法律第93号）第25条第2項等の規定に基づく預金保険機構への本行拠出金

の返還を受けたことから、「会計規程」（平成10年10月9日決定）注29）の一部を別

紙のとおり変更すること。

　

注29 ）　「会計規程」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･参与の推薦に関する件（10月8日）

　本委員会は、平成25年10月8日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財

務大臣に対し、岡谷 篤一 氏および三村 明夫 氏を参与に推薦することを決定し

た（岡谷 篤一 氏は11月1日、三村 明夫 氏は11月21日、財務大臣より任命）。

◆･政策委員会月報（平成25年9月）に関する件（10月25日）

　本委員会は、平成25年10月25日、政策委員会月報（平成25年9月）を承認した。
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　2．報告事項

●決済システムレポート2012-2013（決済機構局）注1）

●2008SNAを踏まえた資金循環統計の見直し方針（調査統計局）注2）

●金融システムレポート（金融機構局）注3）

●�新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況（決済機構局、
　システム情報局）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

　

注1）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月11日公表）。

注2）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月17日公表）。

注3）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月23日公表）。
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